
議案第２号 

 

琴浦町立赤碕中学校区小学校図書購入基金条例及び琴浦町平岩 

教育・福祉振興基金条例の廃止について 

 

別紙のとおり、琴浦町立赤碕中学校区小学校図書購入基金条例及び琴浦町平

岩教育・福祉振興基金条例を廃止する議案を令和８年３月琴浦町議会定例会に

提出することについて、地方教育行政の組織および運営に関する法律（昭和３

１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、本委員会の意見を求める。 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

　　　　　　　　　　　　琴 浦 町 教 育 委 員 会 



令和８年琴浦町条例第　号 

 

琴浦町立赤碕中学校区小学校図書購入基金条例及び琴浦町平岩教育 

・福祉振興基金条例を廃止する条例 

 

第１条　琴浦町立赤碕中学校区小学校図書購入基金条例(平成16年琴浦町条例

第68号)は、廃止する。 

第２条　琴浦町平岩教育・福祉振興基金条例(平成16年琴浦町条例第71号)は、

廃止する。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年５月 31 日から施行する。



議案第３号 

 

琴浦町公民館条例の一部改正について 

 

別紙のとおり、琴浦町公民館条例の一部を改正する議案を令和８年３月琴

浦町議会定例会に提出することについて、地方教育行政の組織および運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、本委員会の

意見を求める。 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 
 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 
 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

 

　　　　　　　　　　　　琴 浦 町 教 育 委 員 会 

 

 

 

 



令和８年琴浦町条例第　　号 

 

　　　琴浦町公民館条例の一部を改正する条例 

 

琴浦町公民館条例(平成17年琴浦町条例第28号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で

示すように改正する。 

   附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。

 
改正後 改正前

 
(名称及び位置) (名称及び位置)

 
第２条　公民館の名称、位置及び事業の主

たる対象となる区域(以下「対象区域」と

いう。)は、次表のとおりとする。

第２条　公民館の名称、位置及び事業の主

たる対象となる区域(以下「対象区域」と

いう。)は、次表のとおりとする。

  
名称 位置 対象区域

 
略

 
琴浦町立以

西地区公民

館

琴浦町大

字宮木239

番地１

大字竹内

　宮木　

高岡　大

父　山川

 
名称 位置 対象区域

 
略

 
琴浦町立以

西地区公民

館

琴浦町大

字宮木207

番地

大字竹内

　宮木　

高岡　大

父　山川
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議案第４号 

 

琴浦町立小・中学校管理規則の一部改正について 

 

　別紙のとおり、琴浦町立小・中学校管理規則の一部を改正することについ

て、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１５条第１項の規定に基づき、本委員会の議決を求める。 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

琴浦町教育委員会教育長　河  原  裕  司 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

琴浦町教育委員会 
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令和８年琴浦町教育委員会規則第　号 

 

琴浦町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

琴浦町立小・中学校管理規則(平成16年琴浦町教育委員会規則第14号)の一部

を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。 
 

改正後 改正前

  

(休業日)

 

(休業日)

 
第７条　休業日は、次のとおりとする。 第７条　休業日は、次のとおりとする。

 
(１)～（６）　略 (１)～（６）　略

 
(７)　体験的学習活動等休業日　学校教

育法施行令（昭和28年政令第340号）第

29条第１項に基づき教育委員会が定め

る日

 
２　略 ２　略

 
(教務主任等) (教務主任等)

 
第26条　学校に、教務主任、学年主任、保

健体育主事、人権教育主任、研修主事及

び司書教諭を置く。ただし、教務主任等

の担当する校務を整理する主幹教諭を置

くときその他特別の事情のあるときは、

これを置かないことができる。

第26条　学校に、教務主任、学年主任、保

健体育主事及び人権教育主任を置く。た

だし、次項から第５項に規定する教務主

任等の担当する校務を整理する主幹教諭

を置くときその他特別の事情のあるとき

は、これを置かないことができる。

 
２～５　略 ２～５　略

 
６　研修主事は、校長の監督を受け、研修

計画の立案その他の研修に関する事項に

ついて連絡調整及び指導、助言にあたる。

 
７　司書教諭は、校長の監督を受け、学校

図書館の管理、運営及び児童、生徒の読

書に関する事項をつかさどり、当該事項
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　　　附　則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。

 
について連絡調整、指導及び助言に当た

る。

 
８　略 ６　略

 
(生徒指導主事等) (生徒指導主事)

 
第27条　学校に、生徒指導主事又は生徒指

導主任を置く。ただし、特別の事情のあ

るときは、これを置かないことができる。

第27条　中学校に、生徒指導主事を置く。

ただし、特別の事情のあるときは、これ

を置かないことができる。

 
２　生徒指導主事及び生徒指導主任は、校

長の監督を受け、生徒指導に関する事項

をつかさどり、当該事項について連絡調

整及び指導、助言に当たる。

２　生徒指導主事は、校長の監督を受け、

生徒指導に関する事項をつかさどり、当

該事項について連絡調整及び指導、助言

に当たる。

 
３　生徒指導主事及び生徒指導主任は、当

該学校の教諭の中から、校長の意見を聴

いて、教育委員会がこれを命ずる。

３　生徒指導主事は、当該学校の教諭の中

から、校長の意見を聴いて、教育委員会

がこれを命ずる。



議案第５号 

 

琴浦町社会体育施設規則の一部改正について 

 

　別紙のとおり、琴浦町社会体育施設規則の一部を改正することについて、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１５

条第１項の規定に基づき、本委員会の議決を求める。 

 

 

 
 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

琴浦町教育委員会教育長　河  原  裕  司 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

琴浦町教育委員会 

 



令和８年琴浦町教育委員会規則第　号 

 

琴浦町社会体育施設規則の一部を改正する規則 

 

第１条　琴浦町社会体育施設規則(平成16年琴浦町教育委員会規則第31号)の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下

線で示すように改正する。 
 

改正後 改正前

 
(趣旨) (趣旨)

 
第１条　この規則は、琴浦町社会体育施設

条例(平成16年琴浦町条例第106号。以下

「条例」という。)に基づき、琴浦町社会

体育施設(以下「体育施設」という。)の

管理及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。

第１条　この規則は、琴浦町社会体育施設

条例(平成16年琴浦町条例第106号)に基づ

き、琴浦町社会体育施設(以下「体育施設」

という。)の管理及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

 
(当日の利用) (当日の利用)

 
第３条の２　町長は、前条第２項の規定に

かかわらず、同条第３項に定める許可書

の交付がなされていない施設について

は、琴浦町の休日を定める条例(平成16

年琴浦町条例第２号)に規定する日を除

いた日に限り、当日の利用を許可するこ

とができる。ただし、条例別表第１に規

定する琴浦町赤碕総合運動公園施設につ

いては、第２条に規定する休日を除き、

当日の利用を許可することができる。 

第３条の２　町長は、前条第２項の規定に

かかわらず、同条第３項に定める許可書

の交付がなされていない施設について

は、琴浦町の休日を定める条例(平成16

年琴浦町条例第２号)に規定する日を除

いた日に限り、当日の利用を許可するこ

とができる。

 
(届出) (届出)

 
第５条　条例第13条の届出は、社会体育施

設滅失・毀損届出書(様式第６号)をもっ

てしなければならない。

第５条　条例第13条の届出は、社会体育施

設滅失・棄損届出書(様式第６号)をもっ

てしなければならない。



第２条　琴浦町社会体育施設規則の一部を次のように改正する。 

　　様式第１号から様式第６号を次のように改める。 

 



様式第１号(第３条関係) 
年　　月　　日　 

 
 

社 会 体 育 施 設 利 用 許 可 申 請 書 
 
 
　琴浦町教育委員会教育長　　様 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

申請者　住所　　　　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利用者 ID(６桁の番号)　　　　　　　　　　 

 
　　下記のとおり、琴浦町社会体育施設を利用したいので、許可くださるよう申請します。 
 

記 
 

 

 

 
利用団体名

 

 
利 用 目 的

 
　

 
利 用 時 間

自　　　　年　　月　　日　　時　　分 
 
至　　　　年　　月　　日　　時　　分

曜日

利 用 日 数 
日 

計　　時間

電 灯 
日 

計　　時間
 利 用 希 望

体 育 施 設 名 (全面 ・ 半面)
 

参集予定人員 　一般・中学生以下　　　　　　　　名(町内　　　人・町外　　　人)

 
使 用 料

町内 
 
町外

有料(使用料　　　時間×　　　円　電灯料　　　時間×　　　円) 
　　　　　 小計　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　円　　無料

 

契 約

１　利用目的終了後は、直ちに清掃整備し現状に復します。 
２　利用設備に損傷を与えた場合は、責任をもって補修します。 
３　その他、許可されるにあたり附された条件並びに利用条件等を厳守し公正

な利用をします。 
４　施設利用後は、戸締りを厳守し、火気に充分注意します。

 
備 考

　



様式第２号(第３条関係) 
 
 

社 会 体 育 施 設 利 用 許 可 書 
 
 
 
　　　　　年　　月　　日付申請のあった社会体育施設の利用について、琴浦町社会体育施

設条例第４条の規定により次の条件をつけて許可します。 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

申請者　住所　　　　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　　　　 
電話　　　　　　　　　　　　　 

利用者 ID(６桁の番号)　　　　　　　　　　 
 

 
 
　　　　　年　　　月　　　日 
 

琴浦町教育委員会教育長　　　　　　　　　　印

　 

 
利用団体名

 

 
利 用 目 的

　 

 
利 用 時 間

自　　　　年　　月　　日　　時　　分 
 
至　　　　年　　月　　日　　時　　分

曜日

利 用 日 数 
日 

計　　時間

電 灯 
日 

計　　時間
 利 用 希 望

体 育 施 設 名 (全面 ・ 半面)
 

参集予定人員 　一般・中学生以下　　　　　　　　名(町内　　　人・町外　　　人)

 
使 用 料

町内 
 
町外

有料(使用料　　　時間×　　　円　電灯料　　　時間×　　　円) 
　　　　　 小計　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　円　　無料

 

契 約

１　利用目的終了後は、直ちに清掃整備し現状に復します。 
２　利用設備に損傷を与えた場合は、責任をもって補修します。 
３　その他許可されるにあたり附された条件及び利用条件等を厳守し公正な利

用をします。 
４　施設利用後は、戸締りを厳守し、火気に充分注意します。



様式第３号(第４条関係) 
 

年　　月　　日　 
 
 

社 会 体 育 施 設 使 用 料 減 免 申 請 書 
 
琴浦町教育委員会教育長　様 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

申請者　住所　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　 
電話　　　　　　　　　　 

利用者 ID(６桁の番号)　　　　　　　　　　　 

 
　　下記のとおり、琴浦町社会体育施設の使用料の減免を申請します。 
 

記 
 

 

 

 
利用団体名

 

 
利 用 目 的

 

 
利 用 目 的 　

 
利 用 時 間

自　　　　年　　月　　日　　時　　分 
 
至　　　　年　　月　　日　　時　　分

曜日

利 用 日 数 
日 

計　　時間

電 灯 
日 

計　　時間
 利 用 希 望

体 育 施 設 名 (全面 ・ 半面)
 

参集予定人員 　一般・中学生以下　　　　　　　　人(町内　　　人・町外　　　人)
 

使 用 料

町内 
 
町外

有料(使用料　　　時間×　　　円　電灯料　　　時間×　　　円) 
　　　　　 小計　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　円　　無料

 
減免・免除額

　使用料　　　　　　円　　減免　　　　　　円　　免除　　　　　　円 
　徴収する使用料　　　　　　　　　　　　　円

 減 免 及 び

免 除 理 由

(必ず記入の

こと)

　



様式第４号(第４条関係) 
 
 
 

社 会 体 育 施 設 使 用 料 減 免 許 可 書 
 
 
　　　　年　　月　　日付申請のあった社会体育施設の使用料減免について、琴浦町社会体

育施設規則第４条の規定により次の条件をつけて許可します。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

　　　　　申請者　住所　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　 
電話　　　　　　　　　　 

利用者 ID(６桁の番号)　　　　　　　　　　 

 

 
 
　　　　　年　　　月　　　日 
 

琴浦町教育委員会教育長　　　　　　　　　　印

　 

 

 

 
利用団体名

 

 
利 用 目 的

　 

 
利 用 時 間

自　　　　年　　月　　日　　時　　分 
 
至　　　　年　　月　　日　　時　　分

曜日

利 用 日 数 
日 

計　　時間

電 灯 
日 

計　　時間
 利 用 希 望

体 育 施 設 名 (全面 ・ 半面)
 

参集予定人員 　一般・中学生以下　　　　　　　　人(町内　　　人・町外　　　人)
 

使 用 料

町内 
 

町外

有料(使用料　　　時間×　　　円　電灯料　　　時間×　　　円) 
　　　　　 小計　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　円　　無料

 
減免・免除額

　使用料　　　　　　円　　減免　　　　　　円　　免除　　　　　　円 
　徴収する使用料　　　　　　　　　　　　　円

 減 免 及 び

免 除 理 由

(必ず記入の

こと)

　



様式第５号(第４条関係) 
年　　月　　日　 

 
社 会 体 育 施 設 使 用 料 還 付 申 請 書 

 
　琴浦町教育委員会教育長　　様 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

申請者　住所　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　 
電話　　　　　　　　　　 

利用者 ID(6 桁の番号)　　　　　　　　　　 

 
　　下記のとおり、琴浦町社会体育施設の使用料の還付を申請します。 
 

記 
 

(注)＊欄は、記入しないこと 

 

 
利用団体名

 

 
利 用 目 的

 

 
利 用 時 間

自　　　　年　　月　　日　　時　　分 
 
至　　　　年　　月　　日　　時　　分

曜日

利 用 日 数 
日 

計　　時間

電 灯 
日 

計　　時間
 利 用 希 望

体 育 施 設 名 (全面・半面)
 

参集予定人員 　一般・中学生以下　　　　　　　　人(町内　　　人・町外　　　人)
 

使 用 料

町内 
 
町外

有料(使用料　　　時間×　　　円　電灯料　　　時間×　　　円) 
　　　　　 小計　　　　　　　円　　　　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　 合計　　　　　　円　　無料

 還付を申請す

る理由

　

 

＊ 決 定 理 由

(還付決定の理由)　　　　　　　　　　既納使用料　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　還 付 額　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　差引使用料　　　　　　　　　　円 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　還付年月日　　　　年　　月　　日



様式第 6号(第 5条関係) 
年　　月　　日　 

 
 

杜 会 体 育 施 設 滅 失 ・ 毀 損 届 出 書 
 
 
　琴浦町教育委員会教育長　　様 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒 

申請者　住所　　　　　　　　　　 
氏名　　　　　　　　　　 
電話　　　　　　　　　　 

利用者 ID(6 桁の番号)　　　　　　　　　　 

 
　下記のとおり、琴浦町社会体育施設を滅失・毀損しましたので琴浦町社会体育施設規則第

5条の規定により、届出します。 
 

記 
 
 
 

 
滅 失 ・ 毀 損 の 施 設

　

 
滅 失 ・ 毀 損 の 日 時

　

 
滅 失 ・ 毀 損 の 程 度

　

 
滅 失 ・ 毀 損 の 原 因

　

 
そ の 他

　



　　　附　則 

　この規則は、公布の日から施行する。



議案第６号 

 

琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部改正について 

 

　別紙のとおり、琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部を改正するこ

とについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第

１６２号）第１５条第１項の規定に基づき、本委員会の議決を求める。 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

琴浦町教育委員会教育長　河  原  裕  司 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

琴浦町教育委員会 

 

 

 



琴浦町教育委員会訓令第　号 

 

琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部を改正する訓令 

 

第１条　琴浦町立学校職員の服務に関する規程(平成 16 年教育委員会訓令第４

号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線

で示すように改正する。 
 

改正後 改正前

  

(休職)

 

(休職)

 第20条　職員は、休職しようとするとき

は、休職願(様式第21号)を教育委員会に

提出しなければならない。ただし、心身

の故障によるときは、医師２名の診断書

を添えなければならない。

第20条　職員は、休職しようとするとき

は、休職願(様式第21号)を教育委員会に

提出しなければならない。ただし、心身

の故障によるときは、医師の診断書を添

えなければならない。

 (育児休業等) (育児休業等)

 第21条　略 第21条　略

 ２　職員は、再度の育児休業の承認を受け

ようとする場合は、あらかじめ前項の育

児休業承認請求書に加え、育児休業等計

画書(様式第23号)を教育委員会に提出し

なければならない。

 ２　略 ３　略

 ３　略 ４　略

 ４　職員は、再度の育児短時間勤務の承認

を受けようとする場合は、前項の育児短

時間勤務承認請求書に加え、育児短時間

勤務等計画書(様式第23号)を教育委員会

に提出しなければならない。

５　職員は、再度の育児短時間勤務の承認

を受けようとする場合は、前項の育児短

時間勤務承認請求書に加え、育児休業等

計画書を教育委員会に提出しなければな

らない。

 ５　略 ６　略



第２条　琴浦町立学校職員の服務に関する規程の一部を次のように改正する。 

　　様式第 22 号及び様式第 23 号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 ６　略 ７　略

 ７　略 ８　略



 



 



附　則 

　この訓令は、令和８年２月 19 日から施行する。



 
議案第７号 
 

　　　学校医の委嘱について 
 

 

　学校保健安全法（昭和３３年法律第５６条）第２３条の規定に基づき、学校医等を別

紙のとおり委嘱することについて、本委員会の議決を求める。 

 
 
 
 
 
 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 
 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 
 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

琴浦町教育委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年度 小・中学校委嘱名簿 
 

 校　　医 歯 科 医 薬 剤 師 耳鼻科医 眼 科 医
 

浦安小学校 岡田耕一郎 石亀　裕通 黒木　大介

石津　吉彦

野島病院医師

 
聖郷小学校 妹尾　磯範 國竹　洋輔 永禮さやか

 
八橋小学校 中本健太郎 橋本　康平 平福　恵理

 
赤碕小学校 青木　哲哉 中久喜健也 松本　恵吾

 
船上小学校 青木　哲哉 中久喜健也 原　利一郎

 
東伯中学校 吉中　勇人 岡本　貴史 平福　恵理

 
赤碕中学校 青木　哲哉 國竹　洋輔 家森　好恵



議案第８号 
 
 
 

令和８年度琴浦町就学援助の認定基準等について 
 
 

令和８年度琴浦町就学援助の認定基準等を別紙のとおり定めることについて、

琴浦町就学援助支給に関する要綱（平成１９年琴浦町教育委員会訓令第１号）第

３条第２号コ及び第６条第１項の規定により、本委員会の議決を求める。 

 

 
 
 
 
 
 
 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 
 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

琴浦町教育委員会 



令和８年度琴浦町就学援助の認定基準等 

 

１　要綱第３条第２号コに定める認定基準に満たない者とは、収入額が需要額測定(※)によ

り算定した額の 1.3 倍未満の者とする。 

(※)需要額測定とは、国が示す「特別支援教育就学奨励費」の測定で、世帯構成や居住地に応じ

た生活保護基準額を用いて、その世帯に必要とされる年間経費を測定するもの。 

 

 

 

 

【1.3 倍とする理由】 

　国の調査において全国的に最も多く採用されている水準を採用する。 

 

 

２　要綱第６条第１項に定める日は、令和８年４月１５日（水）までとする。 

 

○琴浦町就学援助支給に関する要綱　 

第３条(２) 

コ　その属する世帯の収入額が教育委員会が別に定める認定基準額に満たない者

○琴浦町就学援助支給に関する要綱　 

第６条第１項 

就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、教育委員会が指定する

日までに、就学援助支給申請書(様式第１号)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければなら

ない。

別紙



議案第９号 

 

区域外就学の承認について 

 

　琴浦町立小学校及び中学校の校区外就学等に関する認定要綱(平成20年琴浦町

教育委員会訓令第３号)別表の規定に基づき、区域外就学の期間を次のとおりと

することについて、本委員会の承認を求める。 

 

（認定内容） 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 
 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 
 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

 
琴 浦 町 教 育 委 員 会

 番

号
学年

区域外 

就学校
指定校

区域外 

就学期間
住所

認定 

要件
備考

 
１ 中２ 赤碕中学校

倉吉市立 

河北中学校

令和 8年 4月 1日～ 
令和 9年 3月末まで

倉吉市 

海田南町
（４） 継続

 
２ 中２ 東伯中学校

倉吉市立 

河北中学校

令和 8年 4月 1日～ 
令和 9年 3月末まで

倉吉市新田 （４） 継続



議案第１０号 

 

以西地区公民館の運営審議について 

 

　別紙のとおり、以西地区振興協議会による公民館の運営審議について、琴

浦町公民館条例（平成１７年琴浦町条例第２８号）第６条ただし書き及び琴

浦町公民館規則（平成１７年琴浦町教育委員会規則第３号）第４条の規定に

より、本委員会の承認を求める。 

 

 

 

 
令和 ８ 年 ２ 月１９日　　提　出 

 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 
 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

 

　　　　　　　　　　　　琴 浦 町 教 育 委 員 会 

 

 

 

 

 



１．対象公民館：以西地区公民館 

 

２．概要：以西地区公民館では、令和７年度に公民館運営協議会の代わりに地

域運営組織の役員会及び生涯学習部会において公民館の運営等についても審議

していくことを教育委員会に承認を求め、令和７年５月23日の教育委員会にて

承認された。 

以西地区においては、琴浦町地域運営組織条例第６条に基づき認定された地

域運営組織が設立されており、当該組織は、地域住民が主体的に参画し、地域

活性化や地域福祉の充実、地域課題の解決に向けた取り組みなどを継続して実

践する組織として、令和６年４月１日に町の認定を受けた組織である。また、

生涯学習部会を設け、規約にも社会教育事業に取り組む旨が明記されている。 

琴浦町公民館規則に基づき、公民館の運営について審議できる組織があると

認められるため、引き続き公民館の運営審議を当該組織が行うことについて、

本委員会の承認を求めるもの。 

 

３．運営審議組織：以西地区振興協議会 

 

４．承認の期間：承認の日から令和10年３月31日 

 





議案第１１号 

 

安田地区公民館の運営審議について 

 

　別紙のとおり、安田地域づくり協議会による公民館の運営審議について、

琴浦町公民館条例（平成１７年琴浦町条例第２８号）第６条ただし書き及び

琴浦町公民館規則（平成１７年琴浦町教育委員会規則第３号）第４条の規定

により、本委員会の承認を求める。 

 

 

 

 
令和 ８ 年 ２ 月１９日　提　出 

 
琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

　　　　　　　　　　　　琴 浦 町 教 育 委 員 会 

 

 

 

 

 

 



１．対象公民館：安田地区公民館 

 

２．概要：安田地区公民館長より、１月８日に開催された公民館運営協議会お

よび地域づくり協議会役員会にて、公民館の運営等について公民館運営協議会

の代わりに地域づくり協議会役員会において審議していくことを依頼したとこ

ろ了承された旨、報告があった。 

安田地区においては、琴浦町地域運営組織条例第６条に基づき認定された地

域運営組織が設立されており、当該組織は、地域住民が主体的に参画し、地域

活性化や地域福祉の充実、地域課題の解決に向けた取り組みなどを継続して実

践する組織として、令和６年４月１日に町の認定を受けた組織である。また、

社会教育部会を設け、規約にも社会教育事業に取り組む旨が明記されている。 

琴浦町公民館規則に基づき、公民館の運営について審議できる組織があると

認められるため、公民館の運営審議を当該組織が行うことについて、本委員会

の承認を求めるもの。 

 

３．運営審議組織：安田地域づくり協議会 

 

４．承認の期間：承認の日から令和10年３月31日 

 





議案第１２号 

 

古布庄地区公民館の運営審議について 

 

　別紙のとおり、古布庄まちづくり協議会による公民館の運営審議について、

琴浦町公民館条例（平成１７年琴浦町条例第２８号）第６条ただし書き及び

琴浦町公民館規則（平成１７年琴浦町教育委員会規則第３号）第４条の規定

により、本委員会の承認を求める。 

 

 

 

 
令和 ８ 年 ２ 月１９日　提　出 

 
琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　　承　認 

　　　　　　　　　　　　琴 浦 町 教 育 委 員 会



１．対象公民館：古布庄地区公民館 

 

２．概要：古布庄地区公民館長より、公民館の運営について公民館運営協議会

の代わりにまちづくり協議会役員会において審議していくことを、２月３日に

開催した公民館運営協議会、まちづくり協議会役員会にてそれぞれ了承された

旨、報告があった。 

古布庄地区においては、琴浦町地域運営組織条例第６条に基づき認定された

地域運営組織が設立されており、当該組織は、地域住民が主体的に参画し、地

域活性化や地域福祉の充実、地域課題の解決に向けた取り組みなどを継続して

実践する組織として、令和６年４月１日に町の認定を受けた組織である。また、

規約にも社会教育事業に取り組む旨が明記されている。 

琴浦町公民館規則に基づき、公民館の運営について審議できる組織があると

認められるため、公民館の運営審議を当該組織が行うことについて、本委員会

の承認を求めるもの。 

 

３．運営審議組織：古布庄まちづくり協議会 

 

４．承認の期間：承認の日から令和10年３月31日 

 





議案第 13 号 

 

 

令和７年度補正予算要求（３月補正）について 

 

 

令和７年度教育費補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条の規定に基づき、本

委員会の意見を求める。 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ２ 月１９日　  提　出 

 

琴浦町教育委員会教育長　河　原　裕　司 

 

 

令和 ８ 年 　 月　　日　　 

 

琴浦町教育委員会 

 



15－1



15－2



15－3



16－1



16－2



16－3


